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一
六

規
　
　
　
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
六
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
二
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
十
一
の
四
第
一
項
第
三
号
の
表
都
内
削
減
量
の
項
第
一
号
中
「
の
設
備
更
新
等
の
権
限

を
有
す
る
者
」
を
「
を
所
有
す
る
者
（
設
備
更
新
等
の
権
限
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

当
該
都
内
削
減
量
を
算
定
す
る
事
業
所
等
の
使
用
者
（
設
備
更
新
等
の
権
限
を
有
す
る
者
に
限

る
。
）

附
則
第
十
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項

の
表
中

「

」
を
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「

」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
の
表
第
四
条
の
二
十
第
一
項
の
項
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
都
民
の
健
康
と
安
全

を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
条
の
二

十
第
一
項
に
お
い
て
」
を
、
「
に
お
い
て
は
、
」
の
下
に
「
一
部
改
正
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加

え
る
。

別
表
第
一　

一
の
項
算
定
方
法
の
欄
中
「
次
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
イ
か
ら
ト
ま
で
の
」
を
加
え
、

「
合
算
す
る
」
を
「
合
算
し
た
量
か
ら
チ
の
量
を
減
じ
る
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
熱
使
用
量
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
欄
ハ
中
「
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
電
気
使
用
量
」
と

い
う
。
」
を
削
り
、
同
欄
ニ
中
「
保
有
し
て
い
な
い
量
」
の
下
に
「
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
バ
イ
オ

マ
ス
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
の
量
」
を
加
え
、
同
欄
ホ
中
「
保
有
し
て
い
な
い
量
」
の
下
に
「
又
は
知

事
が
別
に
定
め
る
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
で
発
電
し
た
量
」
を
加
え
、
同
欄
中
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

へ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
事
業
者
の
事
業
所
外
か
ら
供
給
さ
れ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
た
熱
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
等
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
い

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
当
該
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
事
業
者
が
電
気
等
の
環
境
価
値
を
保
有
し

て
い
な
い
量
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
の
量
（
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル

で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
熱
の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
と

み
な
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
ず
る
方
法
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
量　

別
表
第
一　

一
の
項
算
定
方
法
の
欄
中
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
事
業
者
の
事
業
所
外
か
ら
供
給
さ
れ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
た
電
気
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
等
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴

い
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
当
該
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
事
業
者
が
電
気
等
の
環
境
価
値
を
保
有

し
て
い
な
い
量
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
で
発
電
し
た
量
（
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で

表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
電
気
の
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
と

み
な
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
ず
る
方
法
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
量

チ　

知
事
が
定
め
る
口
座
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量

（
規
模
、
方
法
等
に
つ
い
て
知
事
が
別
に
定
め
る
発
電
又
は
熱
利
用
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
規
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則
第
四
条
の
十
二
第
三
項
の
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
量
に
換
算
し
た
量

別
表
第
一　

七
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
の
欄
中
「
六
ふ
っ
化
い
お
う
」
を
「
六
ふ
っ
化
硫
黄
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
付
表
第
一　

一
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
原
油
又
は
」
を
「
石
炭
の
生
産
、
原
油
若
し
く

は
」
に
、
「
又
は
生
産
」
を
「
若
し
く
は
生
産
、
原
油
の
輸
送
又
は
地
熱
発
電
施
設
に
お
け
る
蒸
気
の

生
産
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
ハ
㈡
中
「
零
度
」
を
「
二
十
五
度
」
に
、

「
気
圧
」
を
「
バ
ー
ル
」
に
、
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
改
め
、
同
欄
中
ハ
を
ニ
と
し
、

ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ　

知
事
が
別
に
定
め
る
石
炭
の
採
掘
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
当
該
石
炭
の
採
掘
に
よ

り
生
産
さ
れ
た
石
炭
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
石
炭
の
採
掘
の
区
分
に
応
じ

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
石
炭
の
採
掘
ご
と
に
算
定
し
た
量
を

合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

一
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

知
事
が
別
に
定
め
る
原
油
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
輸
送
さ
れ
た
当
該
原
油
の
量

（
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
原
油
の
区
分
に
応
じ
当
該
原
油
の
一
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
当
た
り
の
輸
送
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
原
油
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら

れ
る
量

へ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
地
熱
発
電
施
設
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
蒸
気
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た

量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
蒸
気
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸

化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

二
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
、
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
若
し
く
は
鉄
鋼
の
製
造

又
は
ソ
ー
ダ
灰
の
製
造
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
製
造
又
は
炭
酸
塩
の
」
に

改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
ロ
中
「
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
」
の
下
に
「
（
三
の
項

の
下
欄
の
ハ
に
掲
げ
る
量
の
う
ち
生
石
灰
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
た
量
に
相
当
す
る
量
（
ト
ン
で
表

し
た
量
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
中
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ　

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈠　

知
事
が
別
に
定
め
る
鉱
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
原
料

と
し
て
使
用
さ
れ
た
当
該
鉱
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
鉱
物
の
区
分
に

応
じ
当
該
鉱
物
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量

と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
鉱
物
ご
と
に
算
定
し

た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈡　

知
事
が
別
に
定
め
る
炭
酸
塩
（
炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
㈡

及
び
ニ
㈡
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
原

料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
当
該
炭
酸
塩
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
炭
酸
塩
の

区
分
に
応
じ
当
該
炭
酸
塩
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
炭
酸
塩
ご

と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

二
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ニ
㈠
及
び
㈡
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

㈠　

炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て

使
用
さ
れ
た
当
該
鉱
物
（
セ
メ
ン
ト
ク
リ
ン
カ
ー
、
生
石
灰
、
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
及
び
鉄
鋼
の

製
造
に
使
用
さ
れ
た
も
の
並
び
に
耕
地
に
お
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の

量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
鉱
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
鉱
物
の
一
ト
ン
当
た
り

の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数

を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
鉱
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈡　

知
事
が
別
に
定
め
る
炭
酸
塩
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
当
該
炭
酸
塩

（
ソ
ー
ダ
石
灰
ガ
ラ
ス
の
製
造
に
使
用
さ
れ
た
も
の
及
び
耕
地
に
お
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
炭
酸
塩
の
区
分
に
応
じ
当

該
炭
酸
塩
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し

て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
炭
酸
塩
ご
と
に
算
定
し
た

量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

三
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
炭
化
カ
ル
シ
ウ
ム
」
の
下
に
「
、
二
酸
化
チ
タ

ン
、
ソ
ー
ダ
灰
」
を
、
「
エ
チ
レ
ン
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の

欄
中
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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ニ　

知
事
が
別
に
定
め
る
二
酸
化
チ
タ
ン
の
製
造
方
法
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
当
該
製

造
方
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
二
酸
化
チ
タ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
製
造

方
法
の
区
分
に
応
じ
二
酸
化
チ
タ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た

二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
製
造

方
法
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

三
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
ソ
ー
ダ
灰
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
（
ト
ン
で

表
し
た
量
を
い
う
。
）

ヘ　

次
に
掲
げ
る
製
品
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
当
該
製
品
の
量
（
当
該
製

品
の
区
分
に
応
じ
、
知
事
が
別
に
定
め
る
単
位
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
製
品
の
区
分
に

応
じ
当
該
製
品
の
一
当
該
単
位
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の

量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
製
品
ご
と
に
算
定
し

た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈠　

エ
チ
レ
ン

㈡　

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

㈢　

酸
化
エ
チ
レ
ン

㈣　

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

㈤　

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク

㈥　

無
水
フ
タ
ル
酸

㈦　

無
水
マ
レ
イ
ン
酸

㈧　

水
素
（
ア
ン
モ
ニ
ア
の
製
造
の
過
程
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
一
付
表
第
一　

四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

炭
素
電
極
の

電
気
炉
に
お

け
る
使
用
、

鉄
鋼
の
製
造

に
お
け
る
鉱

物
の
使
用
又

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

イ	　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
電
気
炉
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
炭
素
電
極
の
量
（
ト
ン
で
表
し

た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
炭
素
電
極
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に

伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が

別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

は
鉄
鋼
の
製

造
に
お
い
て

生
じ
る
ガ
ス

の
燃
焼

ロ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
鉱
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る

鉄
鋼
の
製
造
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
当
該
鉱
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し

た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
鉱
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
鉱
物
の
一
ト

ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素

の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算

定
し
、
当
該
鉱
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

ハ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
ガ
ス
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る

鉄
鋼
の
製
造
に
お
い
て
生
じ
た
当
該
ガ
ス
の
う
ち
燃
焼
さ
れ
た
も
の

の
量
（
標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
量

を
い
う
。
）
に
、
当
該
ガ
ス
の
区
分
に
応
じ
当
該
ガ
ス
の
千
立
方
メ

ー
ト
ル
当
た
り
の
燃
焼
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

を
算
定
し
、
当
該
ガ
ス
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る

量

別
表
第
一
付
表
第
一　

六
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
若
し
く
は
製
品
の
製
造
の
用
途
へ
の
使
用
」
を

削
り
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
イ
中
「
焼
却
さ
れ
、
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
製
品
の

製
造
の
用
途
に
供
さ
れ
た
」
を
「
焼
却
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
八
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
事
業

活
動
の
欄
中
「
又
は
噴
霧
器
の
」
を
「
の
製
造
若
し
く
は
使
用
又
は
炭
酸
ガ
ス
の
ボ
ン
ベ
へ
の
封
入
若

し
く
は
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
イ
中
「
と
し
て
」
を
「
の
製
造
の
た
め

に
」
に
改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
か
ら
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
と
し
て
出
荷
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の

量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量
」
を
加
え
、
同
欄
ロ
中
「
噴
霧
器
の
使

用
に
伴
い
排
出
さ
れ
た
」
を
「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
と
し
て
使
用
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
欄
中
ロ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
ボ
ン
ベ
へ
の
封
入
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
炭
酸
ガ
ス
の
量
（
ト
ン
で

表
し
た
量
を
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
ボ
ン
ベ
に
封
入
さ
れ
た
炭
酸
ガ
ス
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を

い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

ニ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
炭
酸
ガ
ス
の
使
用
（
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
製
造
の
た
め
の
使
用
及
び
ボ

ン
ベ
へ
の
封
入
の
た
め
の
使
用
を
除
く
。
）
に
伴
い
排
出
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し

た
量
を
い
う
。
）

別
表
第
一
付
表
第
一
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七

耕
地
に
お
け

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
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る
肥
料
の
使

用

イ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
鉱
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る

耕
地
に
お
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
当
該
鉱
物
の
量
（
ト
ン
で

表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
鉱
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
鉱
物
の

一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

を
算
定
し
、
当
該
鉱
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る

量
ロ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
炭
酸
塩
（
炭
酸
塩
を
含
有
す
る
鉱
物
に
含
ま

れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
排
出
量

算
定
期
間
に
お
け
る
耕
地
に
お
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
当
該

炭
酸
塩
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
炭
酸
塩
の

区
分
に
応
じ
当
該
炭
酸
塩
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ

れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る

係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
炭
酸
塩
ご
と
に
算
定

し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

ハ	　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
耕
地
に
お
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
さ

れ
た
尿
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
尿
素
の

一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
一　

四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

潤
滑
油
等
の

使
用
又
は
溶

剤
の
焼
却

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

イ	　

次
に
掲
げ
る
製
品
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
使
用
さ

れ
た
当
該
製
品
の
量
（
当
該
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
知
事
が
別
に
定

め
る
単
位
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
製
品
の
区
分
に
応
じ

当
該
製
品
の
一
当
該
単
位
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗

じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
製
品
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合

算
し
て
得
ら
れ
る
量

　

㈠　

潤
滑
油

　

㈡　

グ
リ
ー
ス

　

㈢　

パ
ラ
フ
ィ
ン
ろ
う

ロ	　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
た
溶
剤
（
揮
発
性
有
機
化

合
物
（
メ
タ
ン
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
の
量
（
ト
ン

で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
溶
剤
の
一
ト
ン
当
た
り
の
焼
却

に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
二　

一
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
（
廃
棄
物
燃
料
を
除
く
。
）
の
使
用
」
を
「
の

使
用
、
コ
ー
ク
ス
の
製
造
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
イ
中
「
廃
棄
物
燃
料
以

外
の
燃
料
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
燃
料
」
に
改
め
、
同
欄
中
ロ
を
ハ

と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
コ
ー
ク
ス
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、

当
該
コ
ー
ク
ス
の
一
ト
ン
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て

知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
の
生
産
」
の
下
に
「
、
木
炭
の
製
造
」
を
加
え
、

「
精
製
又
は
都
市
ガ
ス
の
製
造
」
を
「
輸
送
若
し
く
は
精
製
、
天
然
ガ
ス
の
輸
送
、
都
市
ガ
ス
の
製
造

若
し
く
は
供
給
又
は
地
熱
発
電
施
設
に
お
け
る
蒸
気
の
生
産
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
量
の
欄
中
ホ
を
削
り
、
同
欄
ニ
㈡
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
改
め
、
同
欄
中
ニ
を

ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
木
炭
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該

木
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
二　

二
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ヘ
を
削
り
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

へ　

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈠　

知
事
が
別
に
定
め
る
原
油
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
輸
送
さ
れ
た
当
該
原
油
の
量

（
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
原
油
の
区
分
に
応
じ
当
該
原
油
の
一
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
輸
送
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
原
油
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得

ら
れ
る
量

㈡　

知
事
が
別
に
定
め
る
原
油
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
精
製
さ
れ
た
当
該
原
油
の
量

（
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
原
油
の
区
分
に
応
じ
当
該
原
油
の
一
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
精
製
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に

定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
原
油
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得

ら
れ
る
量

ト　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
輸
送
さ
れ
た
天
然
ガ
ス
の
量
（
標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
立
方
メ
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肥
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
当
該
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い

う
。
）
に
、
当
該
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
廃
棄
物
の
一
ト
ン
当
た

り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
廃
棄

物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

十

廃
棄
物
の
焼

却

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

イ	　

一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
ご
と
に
、

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
当
該
焼
却
施
設
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
た

一
般
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
焼
却

施
設
の
区
分
に
応
じ
当
該
焼
却
施
設
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
の
一
ト

ン
当
た
り
の
焼
却
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量

と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、

当
該
焼
却
施
設
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

ロ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に

お
い
て
焼
却
さ
れ
た
当
該
産
業
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を

い
う
。
）
に
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
産
業
廃
棄
物

の
一
ト
ン
当
た
り
の
焼
却
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ

ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を

算
定
し
、
当
該
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら

れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
三　

一
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
（
廃
棄
物
燃
料
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
「
廃
棄
物
燃
料
以
外
の
燃
料
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
」
を

「
知
事
が
別
に
定
め
る
燃
料
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
原
油
又
は
」
を
「
木
炭
の

製
造
又
は
原
油
若
し
く
は
」
に
、
「
試
験
又
は
」
を
「
試
験
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
量
の
欄
ロ
㈡
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
改
め
、
同
欄
中
ロ
を
ハ
と
し
、

イ
を
ロ
と
し
、
同
欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
木
炭
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該

木
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒
素
の
量
と
し
て
知

事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
三　

三
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
又
は
硝
酸
」
を
「
、
硝
酸
又
は
カ
プ
ロ
ラ
ク
タ

ム
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム

別
表
第
一
付
表
第
三
中
九
の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
同

ー
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
天
然
ガ
ス
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
輸
送
に
伴
い

排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

チ　

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈠　

知
事
が
別
に
定
め
る
原
料
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
都
市
ガ
ス
の
原
料
と
し
て
使

用
さ
れ
た
当
該
原
料
の
量
（
当
該
原
料
の
区
分
に
応
じ
、
知
事
が
別
に
定
め
る
単
位
で
表
し
た
量

を
い
う
。
）
に
、
当
該
原
料
の
区
分
に
応
じ
当
該
原
料
の
一
当
該
単
位
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

を
算
定
し
、
当
該
原
料
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

㈡　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
供
給
さ
れ
た
都
市
ガ
ス
の
量
（
標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立

方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
都
市
ガ
ス
の
千
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
供
給

に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得

ら
れ
る
量

リ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
地
熱
発
電
施
設
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
蒸
気
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た

量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
蒸
気
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
メ
タ

ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
二　

三
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
」
を
「
エ
チ
レ
ン
」
に
改

め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
イ
中
「
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
」
を
「
エ
チ
レ
ン
」
に
、
同

欄
ロ
中
「
コ
ー
ク
ス
」
を
「
酸
化
エ
チ
レ
ン
」
に
、
同
欄
ハ
中
「
エ
チ
レ
ン
」
を
「
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ

ク
」
に
、
同
欄
ニ
中
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
」
を
「
ス
チ
レ
ン
」
に
改
め
、
同
欄
中
ホ
及
び
ヘ

を
削
り
、
同
表
五
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
ロ
中
「
頭
数
」
を
「
頭
羽
数
」
に
改
め
、

「
一
頭
」
の
下
に
「
又
は
一
羽
」
を
加
え
、
同
欄
ハ
中
「
排
出
量
算
定
期
間
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

る
家
畜
（
放
牧
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
」
に
、
「
牛
の
平
均
的
な
頭
数

に
、
当
該
牛
の
一
頭
」
を
「
当
該
家
畜
の
平
均
的
な
頭
羽
数
に
、
当
該
家
畜
の
区
分
に
応
じ
当
該
家
畜

の
一
頭
又
は
一
羽
」
に
改
め
、
「
得
ら
れ
る
量
」
の
下
に
「
を
算
定
し
、
当
該
家
畜
ご
と
に
算
定
し
た

量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
」
を
加
え
、
同
表
中
十
の
項
を
削
り
、
九
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
八
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

堆
肥
の
生
産

知
事
が
別
に
定
め
る
廃
棄
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
堆
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定
し
、
当
該
家
畜
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
」
を
加
え
、
同
表
中
五
の
項
を
六
の

項
と
し
、
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

半
導
体
素
子

等
の
製
造

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く

は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は

こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
一
酸
化
二
窒
素
の
量

（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
一
酸
化
二
窒
素
の
一
ト
ン

当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒
素
の

量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当

該
一
酸
化
二
窒
素
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表

し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
四
中
三
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
表
二
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
、
噴
霧
器
、
半

導
体
素
子
等
の
製
造
等
」
を
「
若
し
く
は
噴
霧
器
の
製
造
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

量
の
欄
イ
㈠
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
欄
ホ
中
㈣
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈤　

自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

別
表
第
一
付
表
第
四　

二
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ト
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ト　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
噴
霧
器
の
製
造
に
伴
い
使
用
さ
れ
た
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り

の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
四　

二
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
リ
を
削
り
、
同
表
二
の
項
を
四

の
項
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

マ
グ
ネ
シ
ウ

ム
合
金
の
鋳

造

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
合
金
の
鋳
造
に
伴
い
使
用

さ
れ
た
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い

う
。
）

三

半
導
体
素
子

等
の
製
造

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

イ	　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若

し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン

グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
ハ

イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
と

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

堆
肥
の
生
産

知
事
が
別
に
定
め
る
廃
棄
物
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
堆

肥
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
当
該
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い

う
。
）
に
、
当
該
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
廃
棄
物
の
一
ト
ン
当
た

り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒
素
の
量
と

し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当

該
廃
棄
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

十

廃
棄
物
の
焼

却

次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

イ	　

一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
ご
と
に
、

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
当
該
焼
却
施
設
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
た

一
般
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
焼
却

施
設
の
区
分
に
応
じ
当
該
焼
却
施
設
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
の
一
ト

ン
当
た
り
の
焼
却
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒

素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を

算
定
し
、
当
該
焼
却
施
設
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ

る
量

ロ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
廃
棄
物
（
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
焼
却
施

設
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
排
出
量
算
定

期
間
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
た
当
該
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量

を
い
う
。
）
に
、
当
該
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
廃
棄
物
の
一
ト

ン
当
た
り
の
焼
却
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
一
酸
化
二
窒

素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を

算
定
し
、
当
該
廃
棄
物
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る

量

別
表
第
一
付
表
第
三　

六
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
耕
地
」
の
下
に
「
又
は
林
地
」
を
加
え
、
同
項

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
林
地
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
肥
料
に
含
ま
れ
る
窒
素
の
量
（
ト
ン
で

表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
窒
素
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し

た
一
酸
化
二
窒
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
三
中
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
ロ

中
「
頭
数
」
を
「
頭
羽
数
」
に
改
め
、
「
一
頭
」
の
下
に
「
又
は
一
羽
」
を
加
え
、
同
欄
ハ
中
「
排
出

量
算
定
期
間
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
家
畜
（
放
牧
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
、
排
出
量
算

定
期
間
」
に
、
「
牛
の
平
均
的
な
頭
数
」
を
「
当
該
家
畜
の
平
均
的
な
頭
羽
数
」
に
、
「
牛
の
一
頭
」

を
「
家
畜
の
区
分
に
応
じ
当
該
家
畜
の
一
頭
又
は
一
羽
」
に
改
め
、
「
得
ら
れ
る
量
」
の
下
に
「
を
算
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し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の

量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

ロ	　

知
事
が
別
に
定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
、
排
出
量

算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液

晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ

れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ

ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト

ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
ト
リ
フ
ル
オ

ロ
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ

る
量
か
ら
、
当
該
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ

た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ

る
量
を
算
定
し
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
算
定
し
た

量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
五
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
同
表
三
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
の
量
の
欄
中
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

知
事
が
別
に
定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素

子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又

は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し

た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
の
量
と
し

て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
の
う
ち
適

正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、

当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

ニ　

知
事
が
別
に
定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導

体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン

グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト

ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該
ハ
イ
ド

ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
パ
ー
フ
ル
オ

ロ
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ

ロ
メ
タ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得

ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら

れ
る
量

ホ　

知
事
が
別
に
定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導

体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン

グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト

ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該
ハ
イ
ド

ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
パ
ー
フ
ル
オ

ロ
エ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ

ロ
エ
タ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得

ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら

れ
る
量

ヘ　

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工

の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
三
ふ
っ
化

窒
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
三
ふ
っ
化
窒
素
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に

伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を

乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量

（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

ト　

知
事
が
別
に
定
め
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
光
電
池
の

製
造
に
使
用
さ
れ
た
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当

該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使

用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定

め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ

た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
パ
ー
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
五
中
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
四
の
項
を
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

四

鉄
道
事
業
又

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
た
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
の
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は
軌
道
事
業

の
用
に
供
さ

れ
た
整
流
器

の
廃
棄

用
に
供
さ
れ
て
い
た
整
流
器
に
封
入
さ
れ
て
い
た
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
封
入
さ
れ
て

い
た
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
回
収
さ
れ
、
及
び
適
正
に
処
理

さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら

れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
六　

一
の
項
及
び
二
の
項
中
「
六
ふ
っ
化
い
お
う
」
を
「
六
ふ
っ
化
硫
黄
」
に
改

め
、
同
表
三
の
項
事
業
活
動
の
欄
中
「
、
半
導
体
素
子
等
の
製
造
等
」
を
「
の
製
造
等
又
は
粒
子
加
速

器
の
使
用
」
に
改
め
、
同
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
六
ふ
っ
化

い
お
う
」
を
「
六
ふ
っ
化
硫
黄
」
に
改
め
、
同
欄
中
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ホ　

知
事
が
別
に
定
め
る
粒
子
加
速
器
ご
と
に
、
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
使
用
に
供
さ
れ
て
い
た

粒
子
加
速
器
に
封
入
さ
れ
て
い
た
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該

粒
子
加
速
器
の
区
分
に
応
じ
当
該
粒
子
加
速
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
一
ト
ン
当
た
り
の
六
ふ
っ
化
硫

黄
の
う
ち
一
年
間
に
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る

係
数
に
当
該
粒
子
加
速
器
の
使
用
期
間
の
一
年
間
に
対
す
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
ら

れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
粒
子
加
速
器
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
六
中
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

半
導
体
素
子

等
の
製
造

排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く

は
液
晶
デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は

こ
れ
ら
の
製
造
装
置
の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
量
（
ト

ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
一
ト
ン
当
た

り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
量
と

し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
六

ふ
っ
化
硫
黄
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た
も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た

量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

別
表
第
一
付
表
第
七　

二
の
項
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
欄
中
「
当
該
使
用
さ
れ
た
三
ふ
っ
化

窒
素
」
を
「
当
該
三
ふ
っ
化
窒
素
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

原
料
炭

㈠　

輸
入
原
料
炭

ト
ン

二
八
・
七

㈡	　

コ
ー
ク
ス
用

原
料
炭

ト
ン

二
八
・
九

㈢	　

吹
込
用
原
料

炭

ト
ン

二
八
・
三

二　

一
般
炭

㈠　

輸
入
一
般
炭

ト
ン

二
六
・
一

㈡　

国
産
一
般
炭

ト
ン

二
四
・
二

三　

輸
入
無
煙
炭

ト
ン

二
七
・
八

別
表
第
一
の
二　

四
の
項
中
「
コ
ー
ク
ス
」
を
「
石
炭
コ
ー
ク
ス
」
に
、
「
二
九
・
四
」
を
「
二

九
・
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
石
油
コ
ー
ク
ス
」
の
下
に
「
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
コ
ー
ク
ス
」
を
加
え
、

「
二
九
・
九
」
を
「
三
四
・
一
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
四
〇
・
九
」
を
「
四
〇
・
〇
」
に
改
め
、

同
表
八
の
項
中
「
三
五
・
三
」
を
「
三
四
・
八
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
三
八
・
二
」
を
「
三

八
・
三
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
中
「
三
四
・
六
」
を
「
三
三
・
四
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中

「
三
三
・
六
」
を
「
三
三
・
三
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
三
六
・
七
」
を
「
三
六
・
三
」
に
改

め
、
同
表
十
三
の
項
中
「
三
六
・
七
」
を
「
三
六
・
五
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
中
「
三
七
・
七
」

を
「
三
八
・
〇
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
三
九
・
一
」
を
「
三
八
・
九
」
に
改
め
、
同
表
十
六

の
項
中
「
四
一
・
九
」
を
「
四
一
・
八
」
に
改
め
、
同
表
中
二
十
五
の
項
及
び
二
十
六
の
項
を
削
り
、

同
表
二
十
四
の
項
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
、
「
四
五
・
〇
」
を
「
四
〇
・
〇
」
に

改
め
、
同
項
を
二
十
六
の
項
と
し
、
同
表
二
十
三
の
項
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
、

「
八
・
四
一
」
を
「
七
・
五
三
」
に
改
め
、
同
項
を
二
十
五
の
項
と
し
、
同
表
二
十
二
の
項
中
「
標
準

状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
、
「
三
・
四
一
」
を
「
三
・
二
三
」
に
改
め
、
同
項
を
二
十
三
の
項

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
四　

発
電
用
高
炉
ガ
ス

標
準
環
境
状
態
に
換
算
し
た
千
立
方
メ
ー

ト
ル

三
・
四
五

別
表
第
一
の
二　

二
十
一
の
項
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
、
「
二
一
・
一
」
を

「
一
八
・
四
」
に
改
め
、
同
項
を
二
十
二
の
項
と
し
、
同
表
二
十
の
項
中
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環

境
状
態
」
に
、
「
四
三
・
五
」
を
「
三
八
・
四
」
に
改
め
、
同
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
同
表
十
九
の

項
中
「
五
四
・
六
」
を
「
五
四
・
七
」
に
改
め
、
同
項
を
二
十
の
項
と
し
、
同
表
十
八
の
項
中
「
標
準

状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
、
「
四
四
・
九
」
を
「
四
六
・
一
」
に
改
め
、
同
項
を
十
九
の
項
と

し
、
同
表
十
七
の
項
中
「
五
〇
・
八
」
を
「
五
〇
・
一
」
に
改
め
、
同
項
を
十
八
の
項
と
し
、
同
表
十



10令和6年9月26日（木曜日）（増刊　50） 東　京　都　公　報

「

 

指
定

番
号
 
 
 

基
準
へ
の
適
合
等

の
決

定
 

１
 
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
が
特
に
優
れ
た
事
業
所
の
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
、
次
の
と
お
り
超
過
削
減
量
の
上
限
等
を
変

更
す
る
。
 

 
 

認
定

期
間
 

 
 

 

超
過
削
減
量
の
上

限
 

 

削
減

義
務

率
 

  

２
 
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
が
特
に
優
れ
た
事
業
所
の
基
準

に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。
 

備
考
 
 
 

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
十
七
中
「削

減
義
務
率
の
減
少

」
を
「優

良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
認

定

」
に
、
「第

５
条
の
15第

２
項

」
を
「第

５
条
の
15第

３
項

」
に
、
「削

減
義
務
率
を
減
少
す
る
期

間

」
を
「認

定
期
間
等

」
に
、
「通

知
し
ま
す

」
を
「同

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す

」
に
、

六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
七　

潤
滑
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

四
〇
・
二

別
表
第
一
の
二　

二
十
七
の
項
中
「
（
前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
九
・
七

六
」
を
「
八
・
六
四
」
に
改
め
、
同
表
二
十
八
の
項
中
「
一
・
〇
二
」
を
「
一
・
一
七
」
に
改
め
、
同

表
二
十
九
の
項
中
「
一
・
三
六
」
を
「
一
・
一
九
」
に
改
め
、
同
表
備
考
一
中
「
二
十
四
の
項
」
を

「
二
十
六
の
項
」
に
、
「
標
準
状
態
」
を
「
標
準
環
境
状
態
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
中
「
二
十
五
の

項
及
び
二
十
六
の
項
」
を
「
二
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
三
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
十
五
中
「優

良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
削
減
義
務
率
減
少
申
請
書

」
を

「優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
認
定
申
請
書

」
に
、
「削

減
義
務
率
の
減
少

」
を
「優
良
特
定

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
の
認
定

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
十
六
中
「基

準
へ
の
適
合
及
び
削
減
義
務
率
の
減
少

」
を
「基
準
へ
の
適
合

」

に
、

「

 

指
定

番
号
 
 
 

基
準
へ
の
適
合
及

び
削
減
義
務
率
の

減
少
の
決
定
 

１
 
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
が
特
に
優
れ
た
事
業
所
の
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
、
次
の
と
お
り
削
減
義
務
率
を
減
少
す
る
。
 

 
 削
減
義
務
率
を
減
少
す
る
期
間

 
減
少
後
の
削
減
義
務
率
 

 
 

 
 

 
 

２
 
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
が
特
に
優
れ
た
事
業
所
の
基
準

に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
削
減
義
務
率
を
変
更
し
な
い
。
 

備
考
 
 
 

 

」
を
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「

 

認
定
取
消
し
の
理
由
 
 
 

認
定
取
消
し
前
の
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 期
間
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

認
定
取
消
し
後
の
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 期
間
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 
 
 

 

」
を

「

 

認
定
取
消
し
の
理
由
 
 
 

認
定
取
消
し
前
の
 

認
定
期
間
等
 

 
 

 
 

認
定
期
間
 

超
過
削
減
量
の
上
限
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 

 

 

認
定
取
消
し
後
の
 

認
定
期
間
等
 

 

 
 

認
定
期
間
 

超
過
削
減
量
の
上
限
 

削
減
義
務
率
 

 
 

 
 

 
 
 

備
考
 
 
 

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
２
号
様
式
（
第
５
条
の
６
関
係

) 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

  
東
京
都
知
事

 
殿
 

 

住
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
㊞
 
 

 

検
証
機
関
登
録
申
請
書
 

  
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
(以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
)第
８
条
の
７
第
１
項
 

の
規
定
に
よ
り
、
検
証
機
関
と
し
て
 

登
録
 

更
新
の
登
録
 

新
た
な
区
分
の
登
録
 

を
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

 

 
 登
録
の
種
類
 

１
 
新

規
 

２
 
更

新
 

３
 
区
分
追
加
 

登
録
番
号
 
 
 

 
 

登
録
検
証
機
関
の
名
称
 

及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 

登
録
検
証
機
関
の
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 
 
 

登
録
区
分
 

１
 
特
定
ガ
ス
・
基
準
量

 
 
 
 
 
 
 
 
２
 
都
内
外
削
減
量
 

３
 
そ
の
他
ガ
ス
削
減
量

 
 
 
 
 
 
 
 
４
 
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量
 

５
 
優
良
事
業
所
基
準
 
 
 

 

検
証
業
務
を
行
う
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び

 

当
該
営
業
所
に
置
か
れ
る
検
証
主
任
者
の
氏
名

 
別
添
の
と
お
り
 

役
員

の
職

氏
名
 
別
添
の
と
お
り
 

検
証
機
関
登
録
申
請
者
等
が
条
例
第
８
条
の
９
第
１
項
の
各
号
の

 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

 

そ
の

他
の

規
則

で
定

め
る

書
類

 

別
添
の
と
お
り
 

連
絡

先
 

(
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

※
受
付
欄
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
) 

 

 
備
考
 

 
 
１
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
２
 
「
登
録
の
種
類
」
欄
及
び
「
登
録
区
分
」
欄
は
、
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
登
録
番
号
」
欄
は
、
更
新
の
登
録
又
は
新
た
な
区
分
の
登
録
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
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別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
三
中

「

 

 

検
証
機
関
登
録

申
請
者
と
の
関
係
 

１
 
本
人
 

２
 
法
定
代
理
人
(
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
役
員
) 

３
 
役
員
 

職
氏

名
 
 
 

 

」
を

「

 

職
氏

名
 
 
 

 

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
２
号
様
式
の
２
（
第
５
条
の
６
関
係
) 

   
東
京
都
知
事
 
殿
 

   

検
証
機
関
登
録
申
請
者
誓
約
書
 

      
検
証
機
関
登
録
申
請
者
の
役
員
は
、
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の

９
第
１
項
第
５
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

   

年
 
 
月
 
 
日
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法

人
名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ㊞
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
) 
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別
記
第
二
号
様
式
の
五
中
「検

証
機
関
登
録
申
請
者
の
氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表

者
の
氏
名

）
」
を
「登
録
検
証
機
関
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
、
「検

証
機
関
登
録
申
請
者
の

住
所

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）
」
を
「登

録
検
証
機
関
の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

」
に
、

「

 

登
録

番
号
 
 
 

登
録
区
分
及
び

登
録
の
有
効
期
間
 

登
録
区
分
 

登
録
の
有
効
期
間
 

１
 
特
定
ガ
ス
・
基
準
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

２
 
都
内
外
削
減
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

３
 
そ
の
他
ガ
ス
削
減
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

４
 
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

５
 
優
良
事
業
所
基
準
(
第
１
区
分
) 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

６
 
優
良
事
業
所
基
準
(
第
２
区
分
) 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

備
考
 

 
 

 

」
を

 

第２号様式の４（第５条の７関係) 

  

登録検証機関登録簿 

  

登 録 番 号 登録検証機関の名称、 

代 表 者 の 氏 名 及 び 

主たる事務所の所在地 

役 員 の 職 氏 名 登 録 区 分 及 び 

登 録 有 効 期 間 

検証業務を行う営業所

の 名 称 、 所 在 地 

営業所に置かれる

検証主任者の氏名 

      

１ 特定ガス・基準量 

 登録有効期間  年 月 日から 

         年 月 日まで 

 

２ 都内外削減量 

 登録有効期間  年 月 日から 

         年 月 日まで 

 

３ その他ガス削減量 

 登録有効期間  年 月 日から 

         年 月 日まで 

 

４ 電気等環境価値保有量 

 登録有効期間  年 月 日から 

         年 月 日まで 

 

５ 優良事業所基準 

 登録有効期間  年 月 日から 

         年 月 日まで 

 

 

    

 

  （日本産業規格Ａ列４番） 
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「

 

登
録

番
号
 
 

 

登
録

区
分

及
び

登
録
の
有
効
期
間
 

登
録
区
分
 

登
録
の
有
効
期
間
 

１
 
特
定
ガ
ス
・
基
準
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

２
 
都
内
外
削
減
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

３
 
そ
の
他
ガ
ス
削
減
量
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

４
 
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量

 
年

 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

５
 
優
良
事
業
所
基
準
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 

備
考
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
六
中
「氏

名

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）
」
を
「名

称

及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
、
「住

所

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）
」
を
「主

た

る
事
務
所
の
所
在
地

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
様
式
の
七　

削
除

別
記
第
二
号
様
式
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
２
号
様
式
の
８
（
第
５
条
の
９
関
係
) 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

   
東
京
都
知
事
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
人
名
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 
 

  

登
録
検
証
機
関
登
録
事
項
変
更
届
 

  
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
1
0
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
検
証

機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
を
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 登
録
検
証
機
関
の
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 
 

登
録
検
証
機
関
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

登
録

番
号
 

 
 

変
更

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日
 

変
更

事
項
 

□
 
法
人
の
名
称
 

□
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

□
 
営
業
所
の
名
称
 

□
 
営
業
所
の
所
在
地
 

□
 
役
員
の
氏
名
 

□
 
営
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
検
証
主
任
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
営
業

所
の
名
称
 

変
更
内
容
 

変
更
前
 

 

変
更
後
 

 

連
絡

先
 

(
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

※
受
付
欄
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
) 

 
備
考
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。
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別
記
第
二
号
様
式
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
２
号
様
式
の
９
（
第
５
条
の

1
0
関
係
) 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

   
東
京
都
知
事
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 
 

  

登
録
検
証
機
関
廃
業
等
届
 

  
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
1
1
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
検
証

機
関
の
廃
業
等
を
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 登
録
検
証
機
関
の
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 
 

登
録
検
証
機
関
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

登
録

番
号
 
 
 

届
出

の
理

由
 

１
 
合
併
に
よ
る
消
滅

 
 
 

 
 
 
２
 
破
産
手
続
開
始
の
決
定

 
 

 
 

３
 
解

散
 

届
出
理
由
の
生
じ
た
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日
 

登
録
検
証
機
関
と

届
出
人
と
の
関
係
 

１
 
元
代
表
役
員
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 ２

 
破
産
管
財
人

 
 
 

３
 
清
算

人
 

連
絡

先
 

(
電
話
番
号
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

※
受
付
欄
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
備
考
 
１
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 
２
 
「
届
出
の
理
由
」
欄
及
び
「
登
録
検
証
機
関
と
届
出
人
と
の
関
係
」
欄
は
、
該
当
す
る
番

号
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 

 

第
２
号
様
式
の
1
0（
第
５
条
の

1
0
関
係
）
 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

   
東
京
都
知
事
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 
 

  

登
録
検
証
機
関
検
証
業
務
廃
止
等
届
 

  
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
1
1
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
検
証

機
関
の
検
証
業
務
の
廃
止
等
を
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

  
 登
録
検
証
機
関
の
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 
 

登
録
検
証
機
関
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

登
録

番
号
 
 
 

休
止
又
は
廃
止
の
別
 
１
 
休
止
 

２
 
廃
止
 

休
止
又
は
廃
止
の

検
証
業
務
の
範
囲
 

 
 

休
止

の
期

間

又
は
廃
止
の
日
 

 
 

連
絡

先
 

(
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

※
受
付
欄
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
備
考
 
1 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 

2 
「
休
止
又
は
廃
止
の
別
」
欄
は
、
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。
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別
記
第
二
号
様
式
の
十
二
及
び
別
記
第
二
号
様
式
の
十
三
中
「氏

名

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
」
を
「名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
、
「住

所

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
」
を
「主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

規
定
は
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
六
年
度
以
降
で
あ
る
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る

環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
五
第
一
項
の
申
請
及
び
条
例
第
八

条
の
二
十
三
第
一
項
の
報
告
書
に
係
る
算
定
並
び
に
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
七
年
度
以
降

で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
（
条
例
第
二
条
第
四
号
の
温
室
効
果
ガ
ス
、
条
例
第
五
条
の
七
第
十
五
号

の
削
減
義
務
量
、
条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ア
の
超
過
削
減
量
、
同
号
イ
の
都
内
削
減
量

及
び
同
号
カ
の
そ
の
他
削
減
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用

し
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
五
年
度
以
前
で
あ
る
条
例
第
五
条
の
十
五
第
一
項
の
申
請
及

び
条
例
第
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
報
告
書
に
係
る
算
定
並
び
に
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和

六
年
度
以
前
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
十
五
か
ら
第
一
号
様
式
の
十
七
ま
で
、
第
二
号
様
式
か

ら
第
二
号
様
式
の
六
ま
で
及
び
第
二
号
様
式
の
八
か
ら
第
二
号
様
式
の
十
三
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

別
記
第
二
号
様
式
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
２
号
様
式
の
1
1（
第
５
条
の

1
3
関
係
）
 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

   
東
京
都
知
事
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 
 

  

検
証
業
務
規
程
届
出
書
 

   
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
1
6
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
証
業
務

規
程
を
定
め
た
の
で
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

  
 登
録
検
証
機
関
の
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 
 

登
録
検
証
機
関
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

登
録

番
号
 
 
 

検
証
業
務
規
程
 
 
別
添
の
と
お
り
 

連
絡

先
 

(
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

※
受
付
欄
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
備
考
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。
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都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和

五
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
十
一
の
二
の
改
正
規
定
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改

め
る
。

第
四
条
の
十
六
第
七
項
の
改
正
規
定
中
「
表
の
上
欄
」
を
「
表
一
の
項
及
び
三
の
項
」
に
改
め
、

「
減
じ
て
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
表
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
の
第
四

期
削
減
義
務
率
は
、
前
項
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
た
当
該
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ

る
割
合
か
ら
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
割
合
と
す
る
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類

に
該
当
し
、
か
つ
、
新
規
則
第
四
条
の
十
六
第
七
項
の
表
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
す

る
場
合
に
お
け
る
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
た
当
該
下

欄
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
、
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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